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登米市教育委員会６月定例会議会議録 

会議の名称 令和元年第２回登米市教育委員会６月定例会議 

開催日時 

 

 

令和元年６月２８日（金） 

午前 ９時３０分 開会 

午前１１時４０分 閉会 

開催場所 登米市役所 中田庁舎２階 ２０１会議室 

教育長氏名 教育長 高橋 富男 

出席委員氏名 委員 畠山 信弘 

委員 小野寺 範子（遅参） 

委員 大久保 芳彦 

委員 佐竹 美香 

委員 須藤 勝子 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

教育部長 大森 國弘 

教育部次長 永浦 広巳 

教育部次長兼学校教育管理監 及川 幸男 

教育総務課長兼学校再編推進室長 小林 和仁 

学校教育課長 新田 公和 

活き生き学校支援室長 千葉 和幸 

生涯学習課長 日野 幸紀 

文化財文化振興室長 小野寺 和伸 

書記 教育総務課 課長補佐 佐々木 清晴 

議題 報告第 ９号 一般事務報告について 

報告第１０号 
専決処分の報告について（令和元年度登米市一般会計補正予算

（第２号）に対する意見聴取について） 

報告第１１号 
専決処分の報告について（教育に関する事件の議案に係る意見の

聴取について） 

議案第２６号 登米市学校再編準備委員会設置要綱の制定について 

議案第２７号 登米市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第２８号 登米市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第２９号 登米市障害児就学指導委員会委員の任命について 

議案第３０号 登米市土曜日等学習教室評価検証委員会委員の委嘱について 

  

  

  

  

会議結果 報告第 ９号 承認 

報告第１０号 承認 

報告第１１号 承認 

議案第２６号 決定 

議案第２７号 決定 

議案第２８号 決定 

議案第２９号 決定 

議案第３０号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

大久保委員 

 

 

 

 

新田学校教育

課長 

 

 

 

大久保委員 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

（開会（午前９時３０分）） 

 ただ今から、令和元年第２回登米市教育委員会６月定例会議を開会

します。開会時間は午前９時３０分とします。 

  

前回までの会議録の承認を求めます。 

 

（５月２３日定例会議の会議録を説明） 

 

 

 

会議録の説明が終わりました。この内容についてご異議ありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議がないものと認め、承認することとします。 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

私から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 ご異議がないようですので、１番 畠山委員、３番 大久保委員に

お願いします。 

 

日程第１、報告第９号「一般事務報告について」を上程します。「教

育長の一般事務報告について」、私から報告いたします。 

 

（一般事務報告について、令和元年５月２３日から令和元年６月２

７日までの会議・行事等への出席状況やその概要などについて、別

紙資料１及び資料１-②に基づき報告） 

 

教育長の一般事務報告が終わりました。この件についてご質問はあ

りませんか。 

 

 資料１－②の４番、登米市スクールバス運行管理に関する合同会議

についてですが、川崎市での殺傷事件を受けて、事前に事故に遭遇し

ないための対策、事故防止についての意見は出されなかったのでしょ

うか。 

 

 事前の対策ということでしたが、特にこの殺傷事件に限っての意見

ということではなく、これまでも学校で行ってきている徒歩、自転車

の交通安全対策やスクールバスの運行への意見、要望が主でありまし

た。 

 

 それでは、今後はこの事件に対しての検討も必要になってくるとい

うことでしょうか。 

 

 検討も必要となってくると同時に、現在行っている災害等緊急時の

対応、園児児童の体調急変時の対応などについて再確認させていただ

きました。 

 

 ほかにご質問はありませんか。 
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畠山委員 

 

 

 

日野生涯学習

課長 

 

高橋教育長 

 

畠山委員 

 

 

新田学校教育

課長 

 

 

畠山委員 

 

新田学校教育

課長 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

 

 

畠山委員 

 

 

 

 

 

千葉活き生き

学校支援室長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

 

 

新田学校教育

課長 

 

 

 

 

 １３番の学校・地域教育力向上対策事業第１回実行委員会について

ですが、米山東小学校から委員長、副委員長が選ばれておりますが、

年度によってそれぞれ選ばれる地区が決まっているのでしょうか。 

  

 地区での持ち回りとなっており、委員長と副委員長が同じ地区から

選任されることとなっております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

 ４番のスクールバス運行管理に関する合同会議についてですが、バ

ス運転手への指導、講習を教育委員会として行っているのでしょうか。 

 

 バス運行事業者に対して様々な要請をしているところですが、バス

会社において、運転手に安全運転講習や消防署で行っている救急救命

講習を受講させていることを確認しております。 

 

 マニュアルを常に携帯して、運行を行っているのでしょうか。 

 

 各学校において、それぞれ防災マニュアルのようなものは持ってお

ります。なお、今回の会議の主旨は、学校に連絡する前に、運転手が

判断して救急車を呼んでほしいということの運転手への意識づけをお

願いしたものです。また、いろいろなご意見をいただきましたので、

厚いマニュアルではなくで、ワンペーパーの運行マニュアルを携行し

ていただくように準備を進めております。 

 

 いつ、どんな事故が起きるか分かりませんので、その対応について

マニュアルなどで運行会社への指導と学校との連携を徹底していただ

きたいと思います。 

   

 次に９番、東部採択地区協議会役員会の議事の第４号「調査員の委

嘱について」ですが、登米市の調査員の人数が、学校数などを勘案し

ても他市と比べて少ないようですので、人数の算定根拠はどうなって

いるのか教えていただきたいと思います。石巻市に比べて、登米市は

半分以下の人数となっているようです。 

 

算定根拠ははっきり分かりませんが、学校数は、登米市の小中学校

数３２校に対して、石巻市は５１校で、比率は５：３となっており、

その比率としては、若干登米市の人数は少なくなっているようです。 

石巻市は２３人で、登米市は１３人となっておりますが、調査員の

人数を決定したのが、昨年の夏から秋にかけての東部採択地区協議会

の規約を決定した時のようです。その時の経緯が分かりませんが、学

校数の割合に比べて若干少なくなっていると認識しております。 

 

 １０番の教育民生常任委員会で、おそらくエアコンの設置関係が質

問されたと思いますので、進捗状況について教えていただけないでし

ょうか。 

 

 前回の教育委員会議でもお答えしましたが、基本的には本年度中に

設置するということで、登米市の場合は学校数が多く、夏休みにかけ

て工事は始まるものの、本年度も例年同様に扇風機や水分補給などで

の熱中症対策に取り組んでいただき、実質的には来年度からの稼動と

なるところです。 

 教育民生常任委員会では、入札がいつあるか、契約がいつになるか、
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発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新田学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

新田学校教育

課長 

 

 

高橋教育長 

 

大久保委員 

 

 

 

新田学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

佐竹委員 

 

 

 

 

 

 

大森教育部長 

 

 

 

 

 

佐竹委員 

 

高橋教育長 

 

大久保委員 

 

 

 

 

学校ごとに発注しておりますので、その詳しい工程についてお示しし

ました。 

 委員会でのご意見については、「エアコン稼動が本年度に間に合わな

いことは分かったが、しっかりやってほしい」、また、「施工業者には、

土日、深夜の工事となれば、働き方改革との関係もあるので、それを

考慮しながら、学校と業者と協議・調整しながら工事を行ってほしい」

とのことでありました。 

 

 この夏に稼動する学校はないということでしょうか。 

  

一番早いところで幼稚園が契約しましたが、家庭のエアコンと違い

配電盤等の改修も伴うことから、一定の工事期間が必要となりますの

で、本年度は工事のみと説明しております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

登米市だけではなく、全国一斉の工事となると思いますが、限られ

た数の業者で、部品の調達を含めて年度内の工事終了は、本当に大丈

夫なのでしょうか。 

 

 入札となりますので、不落ということも想定されます。なお、昨年

に市内の電気工事、管工事組合からも要望が出されており、発注につ

いて、幼稚園は地域単位で、小学校と中学校は学校単位にしておりま

す。 

これまで幼稚園、小学校と１０校程度発注しておりますが、不落は

ない状況で、このまま順調に契約できていけばいいと見込んでいると

ころです。もし、不落があった場合は、短い期間で再入札できるよう

に努力したいと考えております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

 ８番の登米市部長等連絡調整会議の議題の登米市就職ガイダンスに

ついてです。私は登米総合産業高校パートナーシップ会議の委員にな

っておりますが、先日の会議で平成３０年度卒業生の就職先の半数以

上が県外に就職し、登米市に就職する人が少ないとの話をされました。 

 若者が市内に残らないと活性化が図られないと思いますが、このよ

うな就職ガイダンスは、年に何回行われているのでしょうか。 

 

 産業経済部の担当の事業ですが、はっきりとは分かりませんが、年

１回の開催なのではないかと思います。現状としては、半数以上が市

外に就職してしまうということから、市内の企業の皆さんは非常に危

機感を持っているようで、登米総合体育館でたくさんのブースを設け

て開催するようです。 

 

 市内にたくさんの子ども達が残れるようになればいいと思います。 

 

 ほかにご質問はありませんか。 

 

 資料１の教育委員会行事で管内石巻地区学校訪問指導が各学校等で

実施されているようですが、この内容について教えていただけないで

しょうか。 
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千葉活き生き

学校支援室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

大森教育部長 

 

永浦教育部次

長ほか担当課

長等 

 

 

高橋教育長 

 

畠山委員 

 

 

 

 

千葉活き生き

学校支援室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市内の各学校、幼稚園で年１回、宮城県東部教育事務所の指導班に

指導主事がおりまして、その方々に授業を見ていただき、指導を受け

るという内容です。昨年度からＢ訪問という形式で、午後から授業を

見ていただいて、その後、授業についての分科会、全体会で指導を受

けるもので、教育委員会が教育事務所に依頼して行うものです。 

 教育委員会からは、活き生き学校支援室に私を含めて３名の指導主

事がおりますが、その内のいずれか１名が学校に出向き、訪問指導を

受けるものとなっております。年１回の実施で、本年度は始まったば

かりですので、４分の１しか終わっておりません。今後、１１月頃ま

でにかけて全学校等で訪問を受けることとなっております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第９号「一般事務報告について」

は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第９号「一般事務報告

について」は、報告のとおり承認することとします。 

 

日程第２、報告第１０号「専決処分の報告について（令和元年度登

米市一般会計補正予算（第２号）に対する意見聴取について）」を上程

します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

 （議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

歳入：永浦教育部次長 

歳出：千葉活き生き学校支援室長、新田学校教育課長、 

小野寺文化財文化振興室長 

    

 説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

 学力向上研究指定校については、加賀野小学校が３年続けて対象と

なっておりますが、そのほかの学校へも補助金等、年間を通じて予算

を出して学力向上に頑張っていただく方法もあるのではないでしょう

か。 

 

 加賀野小学校の学力がどれくらい向上しているかデータをとるため

に昨年度の６年生についてデータのとりまとめをいたしました。４月

に行われた全国学力学習調査の国語と算数のテストの全国平均との差

と１２月に市が行った標準学力調査の全国平均との差をとって、何ポ

イント伸びたか伸び率の調査をいたしました。 

残念ながら１２月の市の標準学力調査では、全国平均より０．２ポ

イント下がっていますが、全国平均に近くなっております。 

４月の全国学力学習調査時では、全国平均より８ポイント下がって

おりましたので、１２月までの８カ月間で７ポイント程度上げたとい

う実績になっております。 

 伸び率だけて比べますと手元に資料はありませんが、市内２２小学
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千葉活き生き

学校支援室長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

 

高橋教育長 

 

千葉活き生き

学校支援室長 

 

畠山委員 

 

 

 

高橋教育長 

 

大久保委員 

 

 

小野寺文化財

文化振興室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

須藤委員 

 

 

大森教育部長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

校中、３から５番目の順位であったと思いますし、確実に取り組んで

いる成果は出ていると判断しております。 

先ほど説明しました指導主事学校訪問時にも「確実に伸びてきてい

るので、今後も頑張ってほしい」と話をいたしました。 

本年度については、国語と算数の２教科について研究を進めること

としていますので、来年度は国語、算数がもっと伸びるのではないか

と期待しているところです。 

 

 学力向上研究指定校でない学校で頑張っているところはどこでしょ

うか。 

 

上沼小学校になります。 

 

それから、新田小学校も学力的には高くなっております。 

 

 

小規模校はその年によって、学力調査の結果が大きく変わる場合が

ありますが、児童数が多い学校で成果が表れていることはいいことだ

と思います。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

 登米懐古館の開館にあたっての準備作業は、どうなっているのでし

ょうか。 

 

 全体工事については、まだ展示工事と外構工事が残っておりまして、

７月末までには完了の予定で進めております。本体の建物工事は、５

月３１日で終わり、６月１３日に検査が終了しまして既に引渡しを受

けております。建築工事が終わり、これからは展示工事など内部の作

業が進んでいくものと思います。８月からは開館準備事務を進めます

し、それと並行して資料２－④で活動事業の概要をお配りしておりま

すが、開館に向けての準備を進めてまいります。 

 記念行事については、９月４日の内覧会と９月８日の開館記念事業

の２つに分けて行うことで準備を進めております。 

 また、各種施設管理の委託契約についても、少しずつ進めていると

ころです。 

 

 ほかにご質問はありませんか。 

 

 いただいた資料の補正予算書をみますと民生費が多額となっていま

すが、子どもの貧困率が影響しているのでしょうか。 

 

 貧困率については、市民生活部の所管となりますので手元にデータ

はありませんが、民生費は市民に対する扶助費で、一番多い予算とな

っております。国保・介護会計への繰出金や生活保護費などが年々増

加していることから、予算が多くなってきていると思われます。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第１０号「専決処分の報告につい

て（令和元年度登米市一般会計補正予算（第２号）に対する意見聴取
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高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

高橋教育長 

 

 

 

大森教育部長 

 

小野寺文化財

文化振興室長 

 

高橋教育長 

 

須藤委員 

 

 

 

 

小野寺文化財

文化振興室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須藤委員 

 

 

 

小野寺文化財

文化振興室長 

 

高橋教育長 

 

について）」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第２、報告第１０号「専決処分の

報告について（令和元年度登米市一般会計補正予算（第２号）に対す

る意見聴取について）」は、報告のとおり承認することとします。 

 

 ここで、午前１０時５０分まで休憩いたします。 

 

（休憩 午前１０時４０分～午前１０時５０分） 

 

 再開いたします。 

 

日程第３、報告第１１号「専決処分の報告について（教育に関する

事件の議案に係る意見の聴取について）」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

 登米懐古館についてですが、共通観覧券の有効期限を１カ月とした

理由について、また、前回お話しした不正使用防止のための顔写真付

きカード型のチケットの検討など、チケットの種類をどのように考え

ているか説明をいただけないでしょうか。 

 

 共通観覧券の有効期間を１カ月とした理由については、リピーター

でおいでいただく場合に、２日連続や毎週という日程は難しいと考え、

１カ月といたしました。その際に現行の紙ベースでのチケットでいつ

まで使用できるかということを滞在型観光を進める産業経済部、指定

管理者のとよま振興公社とこの有効期間について協議をしておりま

す。現行の紙ベースでの運用では、１カ月が目安と考え、条例ではな

く、規則で定めることとしております。 

 また、現行より運営コストが上がらないこと、使用期間を１カ月以

上にする場合に料金設定の検討や見直しが生じること、カード型のチ

ケットにした場合の読み取りシステム導入経費や事務スタッフの人件

費などが発生することから、現行どおりの運用ができ、料金を上げな

い範囲として１カ月の設定で議会に提案し、決定いただいたところで

す。 

 

 確認ですが、現行は６館にスタンプを押すようになっていますので、 

１回スタンプを押したところは、再入場できないということでよろし

いでしょうか。 

 

 はい。再入場は考えておりません。 

 

 

ほかにご質問はありませんか。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保委員 

 

小野寺文化財

文化振興室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

大森教育部長 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

高橋教育長 

 

須藤委員 

 

 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

 

 

 

 

 ファミリー券を発行してはどうでしょうか。 

 

まず、いくらまで最初に料金を出していただけるかということにな

るかと思います。現在、６施設があり、最高額が教育資料館の４００

円で、２００円の単独施設もあります。開館後の登米懐古館を含めた

６施設全部では１，７００円になり、それを１，０００円で観覧でき

るとすると負担感がなく購入できるのでないかと思います。 

まずは、現行の形でいかに観覧いただく方の利便性を高め、もう１

回来てもいいという気持ちになっていただくかということで、最初に

支払う金額の多い少ないが、最初の入館や再訪につながってくると思

います。 

なお、どこまでの施設でどこまでの金額であれば、利便性や割安感

を感じられるかについては、これからも検証が必要だと考えておりま

す。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第１１号「専決処分の報告につい

て（教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について）」は報告のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第３、報告第１１号「専決処分の

報告について（教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について）」

は報告のとおり承認することとします。 

 

日程第４、議案第２６号「登米市学校再編準備委員会設置要綱の制

定について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

   

 

 

説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

「統合」を「再編」に意見聴取により実情に合わせ変更したという

ことですが、第４条の第１号と第３号に「統合」という言葉が残って

おりますが、これはあえて残したのでしょうか。 

 

まず、要綱の名称については、市全体の再編の考え方を踏まえて各

地域に委員会を設置していくという考えから、「再編」という大枠の言

葉を入れました。 

第４条については、それぞれ個別に地域の具体に入っていくという

ことで、例えば３校を１校に、２校を１校にするというような「統合」

が具体化するということから「統合」の語句を入れ、その是非につい

て委員会で決定していただくことから、あえて残したものです。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

大久保委員 

 

 

 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

 

 

 

 

 

 

大久保委員 

 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

 

大久保委員 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

須藤委員 

 

 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

第１１条の「委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る」とありますが、これは意見が分かれた場合に多数決で決定するこ

との確認や、また、全員の合意がないと前に進めないことなどを含め

て規定しているものでしょうか。 

 

委員会としての統合の判断については、教育委員会が行ってまいり

ます。この委員会については、各団体の総意の意見を持ってきていた

だき、同じ方向に向けるまでしっかり協議していただきたいと考えて

おります。この委員会は決定機関ではなく、意見をいただく委員会と

捉えております。 

第１１条については、具体的な事例は想定しておりませんが、地域

ごとに状況や課題が違う場合がありますので、要綱に盛り込まれてい

ない事項などについても委員長判断で進めていけるように整理し、表

記したものです。 

 

第６条の委員の任期についてですが、委員の資格が無くなるまで同

じ人がずっと委員になる場合があるでしょうか。 

 

任期は、実施計画を策定する日までを基本としておりますが、充て

職にしておりますので、例えば、ＰＴＡ会長が代わったとすると次の

会長に自動的に代わっていただくことになります。なお、法制担当と

相談して、このような表現での規定になっております。 

 

任期は、どのくらいの期間を想定しているでしょうか。 

 

大枠で決定いただくものが第４条で規定している部分ですが、半年

を目途に合意形成を図りたいと考えております。しかし、必ず半年以

内とするものではなく、地域によっては、延びたり短くなったりする

ところがあると思いますが、この期間を目途に決めていきたいと考え

ます。 

決まって合意形成が得られた場合は、次の開校準備委員会に移行す

るステップを考えていますので、長くなるとのイメージに捉えており

ます。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

地域によって小学校より中学校を早く再編を進めてほしいという意

見が出ていました。町域を越えた再編準備委員会も必要になってくる

と思いますが、どのように考えているでしょうか。 

 

そのような意見は出てくるものと思います。津山については中学校

を進めてほしいという意見がありましたので、その場合は隣の登米と 

２つの準備委員会を一緒にセッティングし、意見を出し合うような場

にしたいと考えております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２６号「登米市学校再編準備委

員会設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定することにご異
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

大森教育部長 

 

日野生涯学習

課長 

 

高橋教育長 

 

畠山委員 

 

日野生涯学習

課長 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

大森教育部長 

 

日野生涯学習

課長 

 

高橋教育長 

 

 

 

議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第４、議案第２６号「登米市学校

再編準備委員会設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定する

こととします。 

なお、委嘱した委員については、次回以降の教育委員会で報告いた

します。 

 

日程第５、議案第２７号「登米市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

   

 

説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

年齢はいくつの方でしょうか。 

 

年齢は６８歳で迫町森の方でございます。 

 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２７号「登米市公民館運営審議

会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

  

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第５、議案第２７号「登米市公民

館運営審議会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することと

します。 

 

日程第６、議案第２８号「登米市スポーツ推進委員の委嘱について」

を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

   

 

説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

大森教育部長 

 

千葉活き生き

学校支援室長 

 

高橋教育長 

 

畠山委員 

 

 

 

高橋教育長 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

大森教育部長 

 

千葉活き生き

学校支援室長 

 

高橋教育長 

 

 

ご質問がないようですので、議案第２８号「登米市スポーツ推進委

員の委嘱について」は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第６、議案第２８号「登米市スポ

ーツ推進委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することとしま

す。 

 

日程第７、議案第２９号「登米市障害児就学指導委員会委員の任命

について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

   

 

説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

人数が多いため、２日間委員会を開催しているようですが、№１か

ら№３までの学校医の方々の委員会への出席率はどうなっているでし

ょうか。 

 

昨年度は２日間とも全員出席しております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２９号「登米市障害児就学指導

委員会委員の任命について」は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

  

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第７、議案第２９号「登米市障害

児就学指導委員会委員の任命について」は、原案のとおり決定するこ

ととします。 

 

日程第８、議案第３０号「登米市土曜日等学習教室評価検証委員会

委員の委嘱について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

   

 

説明が終わりました。ご質問はありませんか。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

 

千葉活き生き

学校支援室長 

 

 

 

 

畠山委員 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

小林教育総務

課長兼学校再

編推進室長 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

確認ですが、土曜日等学習教室の指導員は、現在、何人で、何カ所

あるのでしょうか。 

 

学習教室は中学校区に各１カ所、東和だけが東和総合支所で開催し、

津山と石森がふれあいセンターで、それ以外は各地区公民館で開催し

ております。コーディネーターを除き、平均３名の支援員を配置して

おります。夏休みについては、各小中学校の支援員をされている方を

募集し、プラス１名ないし２名を増員する予定です。 

 

委員さん方は、年に何回ぐらい現場を視察する機会があるでしょう

か。 

 

№４以降の方は、常に現場に行かれる方ですし、保護者についても

評価していただくので、しっかり現場を見ていてほしいとお願いして

おります。 

№２、№３の教頭先生方には教室に参加している児童生徒の学校で

の様子を含めてご意見をいただきたいと思っております。 

 

昨年の委員会の評価概要について教えていただけないでしょうか。 

 

よろしければ評価委員会にはいろいろなデータを出していますの

で、その資料を教育委員さん方に配布いたしますので、読んでいただ

ければと思います。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第３０号「登米市土曜日等学習教

室評価検証委員会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

  

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第８、議案第３０号「登米市土曜

日等学習教室評価検証委員会委員の委嘱について」は、原案のとおり

決定することとします。 

 

 以上で議事は全て終了しました。 

それでは、次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いし

ます。 

 

次回は、令和元年７月３１日（水）の午後１時３０分開催でお願い

したいと思います。会場については、後日改めて連絡いたします。 

  

 

令和元年７月３１日（水）の午後１時３０分から行うことにご異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は令和元年７月３１

日（水）の午後１時３０分から行うことで決定します。 
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そ の

他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前１１時４０分、閉会を宣言します。 

大変ご苦労様でした。 

 

閉会（午前１１時４０分） 

 

 

 

その他 

 

以下の４件について、資料に基づいて事務局から説明し、内容を確

認していただきました。 

（１）「５月の生徒指導状況について」 

（２）「令和元年度東部採択地区協議会調査員の委嘱について」 

（３）「小中学校等再編整備事業について」 

（４）「教育行政評価の見直し（案）について」 

（５）「令和元年登米市議会定例会６月定期議会一般質問について」 

 

 

散会時間（午後１２時１０分） 

 

 

 

上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。 

 

                令和元年 ７月   日 

会議録署名委員 

 

          委 員               ㊞ 

 

 

          委 員               ㊞ 
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その他の概要 

（１）５月の生徒指導状況について（千葉活き生き学校支援室長 説明） 

・資料８により、５月の生徒指導状況について説明を行う。 

 

（２）令和元年度東部採択地区協議会調査員の委嘱について（千葉活き生き学校支援室長 説明） 

・資料９により、令和元年度東部採択地区協議会調査員の委嘱について説明を行う。 

 

（３）小中学校等再編整備事業について（小林教育総務課長兼学校再編推進室長 説明） 

・資料 10により、小中学校等再編整備事業について説明を行う。 

 

（４）教育行政評価の見直し（案）について（小林教育総務課長兼学校再編推進室長 説明） 

・資料 11により、教育行政評価の見直し（案）について説明を行う。 

 

（５）令和元年登米市議会定例会６月定期議会一般質問について 

（小林教育総務課長兼学校再編推進室長 説明） 

・資料 12により、令和元年登米市議会定例会６月定期議会一般質問について説明を行う。 


